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                                                   5三 鷹 一 中 発 第 2 0 2号 

                                      令和 ６年 ３月 ８日 

三鷹市教育委員会 様 

 学園・学校名 連雀学園三鷹市立第一中学校 

 校 長 名      宮  城  洋  之 印 

 

                        

          令 和 ６ 年 度 教 育 課 程 に つ い て（届） 

 

このことについて、三鷹市公立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおりお届けします。 

 

記 

１ 教育目標  

（１）学園の教育目標  

   地域に根ざし、たくましく現代に生き、進んで未来を創造し、社会に貢献する心身ともに健康な児童・

生徒を育成する。  

   ○学び続ける人  

   ○共に生きる人               

   ○心と体を鍛える人  

そのために育む資質・能力  

  〇課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力  

  〇多様な立場や考えを想像したり、理解しようとしたりする態度  

  〇他者とコミュニケーションを図りながら協働する力  

  〇目標の実現のために、様々に工夫しながら粘り強く取り組む力  

  

（２）学園の教育目標を達成するための基本方針  

「三鷹のこれからの教育を考える研究会最終報告」では、三鷹のこれからの教育における目標とし

て、個人と社会のウェルビーイング、自らの幸せな人生とよりよい社会の創造に向かって、主体的に

「人間力」と「社会力」を発揮する子どもたちの育成が求められている。そのためには、個別最適な

学びの実現が不可避であり、その学習過程において、学んだ知識及び技能を活用しながら、多様な他

者との協働の中で思考、判断、表現することで、新たな価値を生み出したり、自分とは異なる意見と

の対立を克服して合意形成を図ったりする協働的な学びが重要になる。三鷹の地域資源を活用した

り、探究学舎との連携による探求的な学びを進めたり、オンラインを活用して日本や世界の人たちと

交流したりしながら、協働的な学びを深化させていく。  

一人ひとりを大切にする教育を実現するためには、子どもたちが安全・安心に学ぶことができる上

に、お互いの違いや個性を認め、自由を尊重し、自らがその一員であると肯定的に感じられるような

学びの集団つくりを進める。アフターコロナの時代に、今までの慣習を見直し、連雀学園の子どもた

ちが未来の担い手として、これからの社会を生き抜く資質・能力を身に付けるために、「主体的・対

話的で深い学び」を目指した授業改善を通して、学力・心力・体力をバランスよく高めていくことが

必須である。それが「THIS IS 連雀」である。学力面では、今までの研究を継続し、今後も知的コ

ミュニケーションを活かした学びを進め、授業改善を重ね、「思考力・判断力・表現力等の育成」に

重点を置いて取り組む。連雀が大切にしてきた研究は、学びに向かう学習集団つくりを進めながら、

「知的コミュニケーションを活かした学習指導の工夫」を主題にして進める。  

スクール・コミュニティの創造を進めるためには、コモンズとしての学校へ移行していく必要があ

る。いわゆる学校３部制の第２部、「多様で豊かな新しい放課後の創造」のために、小学校では学童

保育所や地域子どもクラブと協働して、「新しい放課後」つくりを進める。中学校では「三鷹市部活

動あり方検討委員会」の方向性を基に、連雀ジョイナスとかかわりながら、子どもたちの意欲を活か

した地域部活動をスタートする。さらに三鷹市教育委員会との連携の下、三部についても調査・分析

を重ねていく。  

本学園ではこれまで、「学園としての一体感をもちながらも各校の独自性を尊重する」を基本とし

て児童・生徒の成長を目指して効率的な学園運営を行ってきた。本年度もこの「連雀方式」を生かし

て、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育を行うとともに、より一層、学校、家庭、

地域が協働して取り組む内容や方法を検討し、スクール・コミュニティ構想を実現し、個人と社会の

ウェルビーイングを実現するために努力していく。  

  



                      

  ア 学び続ける人  「思考力・判断力・表現力等の育成」  

(1) 小・中一貫カリキュラムによる指導の徹底   

・学び合い、高め合う児童・生徒の育成（学びに向かう学習集団つくり）」を目指して、学園の研

究テーマを「知的コミュニケーションを活かした学習指導の工夫」として、これからの社会に求

められる資質・能力の育成を意図した新教育課程を踏まえた、新しい教育課題の解決を目指すと

ともに、主体的・対話的で深い学びを展開し、「思考力・判断力・表現力等の育成」を重点とし、

「知的コミュニケーション」をキーワードとして、各校で研究教科を決めて実施する。  

・各教科等において、改訂した三鷹市小・中一貫カリキュラムを活用して、個別最適な学びと協働

的な学びとの一体的な充実を図り、主体的・対話的で深い学びを実現し、子どもの資質・能力を

育成する。 

・一人一台配布された学習用タブレット端末を活用し、一人ひとりの子どもたちが、自ら課題を設

定し、探究の仕方を考えて課題解決する個別最適な学びを展開するとともに多様な他者とのかか

わりの中での協働的な学びを推進する。  

・令和２年度から実施している三鷹市学力テストを活用して、経年変化を分析しながら、ＧＩＧＡ

スクール研究開発委員が作成した動画などを活用した一人ひとりの実態に応じた学習を進め、学

力の向上を図る。  

・少人数による指導や習熟度別学習を行い、教科担任制を実施し、個に応じたきめの細かな指導の

充実や教員の専門性を生かした授業の質の向上を図る。  

・小学校では児童の実態を考慮し、中・高学年に一部教科担任制を年間指導計画に位置付けて実施

し、成果を上げるようにする。  

・授業改善やカリキュラム検証、学園の諸課題の解決に向けた研究活動を充実させ、各校の校内研

究とも一体化し、人間力・社会力・学力の向上を目指す。  

(2) 児童・生徒理解の推進  

・中学校への進学前後の３月及び６月、年間２回の連絡会を通して、児童・生徒の学力や生活指導

等の課題や指導方法等について小・中一貫の視点で検討し、個に応じた指導の充実を行う。  

・養護教諭、栄養士による連絡会を設定し、健康面での児童・生徒理解を確実に行う。  

   イ 共に生きる人  

(1) 教育支援の推進  

・教育支援の機能を十分活用し、学園のすべての児童・生徒の教育活動を保障する。また、校内通

級の実施に向けて、通常の学級、教育支援学級等すべてを含めた学園としての教育支援の組織、

指導の在り方について研修を通して共通理解を図る。  

・小・中の教育支援学級の教育支援の教育活動を推進する。小・中９年間の指導充実のため、個別

指導計画・個別の教育支援計画を共有し、系統的な指導により教育支援の推進に取り組む。  

・教育支援コーディネーターを中心に、情報を共有し、小・中一貫教育校として、個別支援計画の

形式をそろえたり、児童・生徒の情報を共有したりするなど「三鷹市教育支援プラン２０２２」

に基づいた学園共通の取り組みを実施する。  

・ 保護者・地域と連携して、発達障がい等を含む障がいについて理解を深め、コミュニティの中

で豊かな支援を行えるよう啓発し、教育支援を行う。  

(2) 交流活動の充実  

・目的意識をもって日々の学習や活動に取り組む姿勢や、他者との適切な人間関係を構築するコミ

ュニケーション能力等、自立していく上で必要な力を身に付け、社会の一員としての役割を認識

できるよう、キャリア・アントレプレナーシップ教育に取り組む。  

・豊かな人間力と幅広い社会力を育むために、小・中及び小・小学校間の児童・生徒の交流活動、

小・中、小・小すべての教員による交流授業や特別活動等の指導を積極的に進めるとともに、道

徳や総合的な学習の時間、ボランティア活動等を通して、地域の行事等への参加・協力を進め、

地域社会にかかわりを深める交流活動を充実させる  

・選択交流学習や連雀音楽会、小・中合同のたてわり活動等の交流を通して、学園としての一体感

を育てるとともに、小学生の中学校生活に対する期待感、中学生の自己有用感を高める。  

   ウ 心と体を鍛える人  

(1) 健康安全・体力の向上  

・この３年間の全国体力・運動能力、運動習慣調査の結果から、連雀学園全体の課題に一つが体力

の向上である。そこで、体育、保健体育の授業改善を行うとともに、運動の日常化をねらった学

園一体となった取組、学校ごとの取組を通して体力の向上と健康の増進を推進する。また、食育

の推進、安全教育の徹底を図る。その実現に向けて、地域人財等との協働のもとに、心と体の健

康づくりを継続的に実施し、強い心とたくましい体を育む。  



                      

(2) 温かい人間関係の醸成  

・ 道徳や特別活動の時間を活用し、教員と児童・生徒、児童・生徒同士のよりよい人間関係を構築

する。  

・「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、学園・学校として教職員の意識を高め、組織的な対

応を行うとともに、児童会・生徒会活動を通して児童・生徒自らがいじめ防止に対して積極的に

参画する機会を作る。  

・地域・保護者、コミュニティ・スクール委員会と連携しての活動や児童会・生徒会の自主性を育

てる活動を行う等方針を明確にし、人権に配慮した教育活動を推進する。  

(3) 道徳教育の充実  

・「道徳」の更なる授業改善・指導の充実を目指すとともに、「いじめ防止」との関連を図りなが

ら実施する。  

・道徳教育全体計画と道徳の時間の年間計画に基づいて行い、指導する際には教科書（小・中学校）

を使用する。  

・学園として情報を共有し、「道徳授業地区公開講座」の内容や方法等を工夫改善し充実を図る。  

・道徳の時間における学習だけでなく、地域の人々とのかかわりや地域での体験活動を通して、地

域に対して貢献できる児童・生徒を育成する。  

    エ 地域に根差した学園づくり  

(1) 地域の子どもを地域で育てる。  

・児童・生徒のボランティア活動等を通して、地域行事への参加・協力を進め、社会、地域とのか

かわりを深める交流活動を充実させる。  

(2) 評価の活用  

・学園・学校評価の一体化を推進し、教職員、児童・生徒による自己評価、コミュニティ・スクー

ル委員による学校関係者評価を行い、学園・学校経営の改善を図る。  

・コミュニティ・スクール委員会の評価部会と連携し、学園・学校評価に保護者・地域を対象とし

たアンケートを実施し、その分析を通して学園・学校の教育活動の改善を行う。  

  

（３）コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育としての重点  

ア コミュニティ・スクール委員会との協働  

   (ｱ)コミュニティ・スクール委員会を中核として、学校・家庭・地域が連雀学園小・中一貫教育構想に

基づき、互いの役割を果たした上で協働し、昨年度設置した、スクール・コミュニティの創造に向

けて推進する。  

(ｲ) 事前の資料配布により、協議時間を確保することでコミュニティ・スクール委員会を充実させ、学 

園全体の課題解決を行い、学園・学校の重要事項の協議・承認を行う。また、コミュニティ・スク 

ールの各部（評価部、広報部、サポート部）の活動及び「連雀おとな熟議」の実施を通して、保護 

者・地域の学園・学校運営への参画を促進する。  

   (ｳ)既存の地域諸団体の活動は尊重しつつ、地域行事への児童・生徒の参加を積極的に促し、小・中学

校の年間計画に基づく地域人財の活用を推進する。  

   (ｴ)学園・学校の教育活動に理解と協力を求めるために、コミュニティ・スクール委員会の広報部とも

連携し、広報活動の充実を行う。  

   (ｵ)学園４校の保護者、教員、地域、CS 委員による「おとな熟議」、児童・生徒代表と CS 委員による

熟議など、連雀学園構成メンバーによる熟議を行い、学園・学校の教育実践を振り返り、目標や取

組の重点化などを探り、新たな指針を作成する。  

  イ 教育ボランティア活動を推進するネットワークづくり  

(ｱ) 保護者・地域が学校とともに手を携えて児童・生徒の教育活動を支援し、交流する。具体的には、 

各小学校にある学習支援組織の充実を目指すとともに、その成果を中学校の学習支援の充実に生 

かす。  

   (ｲ)各校のボランティアシステムと連携した「みたか地域未来塾」において補習を実施し、学力の底上

げを図る。  

   (ｳ)学校３部制の２部にあたる放課後の教室開放を小学校三校で実施し、子どもたちの放課後の安全安

心な居場所つくりとするとともに、民間団体とも協力してより豊かなプログラムを計画する。また、

中学校では地域の人財を活用した新たな部活動をスタートさせる。 

    ウ 防災の取り組み  

(ｱ) コミュニティ・センターを核とした大規模地震等発生時の防災計画を学園として共有する。また、 

熱中症事故や台風被害等の情報交換及び「安全教育プログラム」に基づく指導、地域の防災訓練へ 

の参加を推進する等を通して、防災についての正確な知識を保有し、高い意識を持続できるように 

する。  



                      

第１表の２ 

                          学校名  連雀学園三鷹市立第一中学校 

２ 教 育 目 標        
 (１) 学校の教育目標 

    たくましく現代に生き、進んで未来社会を創造する心身ともに健康な人を育成する。 

    健康で心豊かな人間になるために 

      ○考える人    ○思いやりのある人    ○助け合う人   ○成しとげる人 

 

       （育む資質・能力） 

Ⅰ 課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力 

Ⅱ 多様な立場や考えを想像したり、理解しようとしたりする態度 

Ⅲ 他者とコミュニケーションを図りながら協働する力 

Ⅳ 目標の実現のために、様々に工夫しながら粘り強く取り組む力」 

 

（２） 学校の教育目標を達成するための基本方針 

学園の基本方針を踏まえ、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の理念に基づいて生徒の

「人間力」「社会力」を育み、教育目標を達成するとともに、個人と社会のウェルビーイングを実現する。

そのために、教育目標に示す４つの人物像を４つ資質・能力として具体化し、その育成に向けてカリキュラ

ム・マネジメントの視点から全ての教育活動を横断的・体系的に関連付け、「チーム連雀」「チーム一中」と

して学校、家庭、地域の協働による取組みを展開するために次の７つ基本方針の下に教育活動を組織する。 

   ア 学力の向上 

学習指導の面から４つの資質・能力を育むために、市学力テストをはじめとした学力調査等の分析や

学習用タブレット端末、e-ライブラリをはじめとするＩＣＴの効果的活用を通して個別最適な学びと協

働的な学びの一体的な推進を図るとともに、「三鷹『学び』のスタンダード」や「三鷹市立小・中一貫カ

リキュラム（更新版）」を基に実践と授業改善を進める。 

  イ 健全育成の推進 

健全育成の面から４つの資質・能力を育むために、「児童の権利に関する条約」に示された４つの原則

を踏まえて「生徒が主体となった特別活動の充実」「地域や社会に関わる貢献活動の推進」及びそれらを

支える「規律・規範の重視」を３つの柱として、家庭や地域との連携の下、生徒がより良い集団を築き、

主体的に行動できる力を鍛え、育てる生徒指導を組織的に展開する。 

  ウ 進路指導の充実 

     キャリア教育の面から４つの資質・能力を育むために、社会との関わりの中で自らの生き方を考え、主

体的に進路を選択することのできる力を鍛え、育てる指導を展開する。 

エ コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の推進 

  学園、学校の教育目標の実現に向けて、小・中学校間の教育課程の円滑な接続を図るとともに、地域 

人財の活躍と地域資源の活用による教育活動と学習機会の充実を図る。 

   オ 人権教育の推進 

         「児童の権利に関する条約」の理念を踏まえ、すべての生徒が個人として尊重されるとともに、他者の

人権を尊重し、いじめや差別・偏見に対しては自らの所属する集団や社会の課題としてその解決に向けて

立ち向かおうとする態度を育むために、道徳教育の充実を図るとともに、全ての教育活動を通して人権教

育を徹底する。 

カ 教育支援の充実及び交流活動の推進 

 一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援の個別最適化を実現するために、教育支援コーディネー

ターを中心とした教育支援委員会の機能を充実させ、支援を要する生徒の状況を継続的に把握するとと

もに、スクール・カウンセラーや関係機関との連携を図りながら個別指導計画・個別の教育支援計画に

基づいた支援を行う。また、通常の学級と教育支援学級との交流及び共同学習、特別支援学校との副籍

交流を通して、共生社会の形成に向けた態度を育む。 

      キ  社会に開かれた学校教育の推進 

     これからの社会を生き抜くための資質・能力の育成に向けて、上記ア～カに示した６つの基本方針に沿

った取り組みの推進と充実を図るとともに、「学校３部制」の効果的な展開を目指してＰＴＡやコミュニ

ティ・スクール委員会、関係諸機関・団体との連携の下、学校・家庭・地域社会の参画と協働による学校

教育を推進する。 

(３) 学園の教育目標を達成するための学校としての重点 

ア 「三鷹『学び』のスタンダード（学校版）」を活用し、授業改善と家庭学習の充実に取り組む。 

イ 学園研究会を通して「学びに向かう集団づくり」の在り方を明らかにするとともに、令和５年度は特に

主体的に学習に取り組む態度の育成に重点を置き、学習への粘り強さと自己調整力が発揮される授業づ

くりに取り組む。 

ウ 小・中学校間の連携・交流や、コミュニティ・スクール委員会及びスクール・コミュニティ推進員との

協働により、地域の教育資源を生かした教育活動を推進する。 
 



                      

第２表の１ 
                         学校名  連雀学園三鷹市立第一中学校 

３  指導の重点  

（１）各教科、道徳、（外国語活動）、総合的な学習の時間、特別活動  
  ア 各教科 

(ｱ)  基本方針に示した「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」「Ⅱ多

様な立場や考えを想像したり、理解しようとしたりする態度」「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りな
がら協働する力」「Ⅳ目標の実現のために、様々に工夫しながら粘り強く取り組む力」という４つの資
質・能力の育成に向けて、各教科はその特質に応じた見方・考え方を活かしながら横断的に指導に取り

組む。 
(ｲ)  市や都の学力調査の結果分析や学習用タブレット端末や学習支援ツールをはじめとするＩＣＴの活

用により、指導の個別化と学習の個性化を実現するための授業改善を進める。 

(ｳ)  ３観点による学習評価の適正な実施を通して、指導と評価の一体化を図る。特に「主体的に学習に取
り組む態度」の指導と評価を効果的に展開するために、粘り強く学ぼうとする態度が発揮される学習課
題の設定と、自分の学習に対するメタ認知と調整力が発揮されるような振り返りの工夫に重点を置く。 

(ｴ) 「分かる・できる授業づくり」のために全教科でユニバーサル・デザインの考え方と手法の導入をより
一層推進し、教室環境の整備、指導展開の工夫、板書の改善、学習用タブレット端末の活用等に取り組
むとともに、「三鷹『学び』のスタンダード(学校版)」を踏まえて「見通し」と「振り返り」のある学

習過程の質的な改善を図る。 
(ｵ)  基礎的・基本的な知識・技能の定着を徹底するために、小テスト等の活用による反復学習を行う。さ

らに、「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」「Ⅱ多様な立場や考

えを想像したり、理解しようとしたりする態度」「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協働する
力」を育成するために、問題解決的な学習やグループディスカッション等の言語活動の充実を図り、主
体的・対話的で深い学びの実現に取り組む。 

(ｶ)  授業における日常的なＩＣＴの活用を通して、コミュニケーションや表現、情報活用を効果的に展開
できるデジタルリテラシーを育成するとともに、社会の一員として適切にデジタルを利用しようとする
デジタル・シティズンシップを育む。 

(ｷ)  国語科は、すべての教科の言語活動の基盤となる能力を育成する視点に立ち、スピーチ、討論、論述
等の学習を通して「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」を育む指
導の充実を図る。 

(ｸ)  数学科では、指導方法工夫改善加配を活用し、東京都教育委員会のガイドラインに沿って習熟度別学
習集団による指導を推進する。市学力テストをはじめとした学力調査の結果を踏まえ、特に、中～低位
層の指導の充実を図る。 

(ｹ)  保健体育科では、基礎的な体力づくりと運動能力の向上に取り組むとともに、保健分野においては、
がんや生活習慣病の予防など、日常生活の中で生きる知識と実践力を身に付け、工夫しながら健康の維
持・増進に取り組む力を育む。 

(ｺ)  社会科や技術・家庭科家庭分野では、社会生活との関わりの中で「Ⅰ課題を見出し、その解決に向け
て論理的に考えたり表現したりする力」の育成に重点を置くとともに、指導の関連を図りながら教科等
横断的に消費者教育、主権者教育などの今日的課題に関わる学習を推進する。 

(ｻ)  英語科では「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協働する力」を育成するために、学習用タ
ブレット端末をはじめとするＩＣＴの活用により具体的な活用場面を想定するなど、実践的にコミュ
ニケーションを図る学習を推進する。 

(ｼ)  数学科は小学校への乗り入れ授業を実施し、「小・中一貫カリキュラム」に基づく連続性の視点か
ら授業改善に取組み、小・中間の系統的な指導の充実を図る。 

イ 道徳 

   (ｱ)   「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」「Ⅱ多様な立場や考えを
想像したり、理解しようとしたりする態度」「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協働する力」
「Ⅳ目標の実現のために、様々に工夫しながら粘り強く取り組む力」という４つの資質・能力の育成

を目指し、内容項目「A(1) 自主、自立、自由と責任」「B(9)相互理解、寛容」「C(15)よりよい学校生
活、集団生活の充実」に重点を置く。 

   (ｲ)  「特別の教科 道徳」の時間を要として様々な教育活動の中で道徳的価値に関する問題解決的な学習

や道徳的行為に関する体験的な学習を推進し、道徳教育の充実を図る。特に、「学校いじめ対策基本方
針」や特別活動の指導との関連を図り、自立して考え、正しく判断し他者や社会のために行動・貢献
できる道徳的実践力と態度を育て、道徳性を育む。 

   (ｳ)  主たる教材である教科書に加えて、文部科学省「私たちの道徳」や東京都道徳教育教材集「心みつ
めて」、日常生活や社会生活における諸課題も資料として取り上げるなど教材・指導方法を工夫し、主
体的に考え・議論する道徳の授業を実現するとともに、生徒の変容・成長を的確に評価できるように

ワークシート等の教材の工夫・改善を進める。 
  (ｴ)  道徳授業地区公開講座では、(ｱ)に示した重点項目に基づき社会生活における諸課題を保護者・地域 

等にも投げかけ、生徒の道徳性の涵養に向けた学校教育と家庭教育・地域社会との連携向上のために

保護者・地域住民と教員による協議を充実させる。 



                      

第２表の２ 

                         学校名  連雀学園三鷹市立第一中学校 
ウ 総合的な学習の時間 
(ｱ) 「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」の育成のために、問題解決

的・探究的な学習を展開する中に、課題の発見～計画～実行～評価～再実行～総括（評価）というプロ
セスを位置付け、課題の発見や発想、論理的な思考や表現等の方法に関する知識・技能、コミュニケー
ションとプレゼンテーションの能力を身に付けさせるとともに、学習の過程を通して「Ⅲ他者とコミュ
ニケーションを図りながら協働する力」を育む。 

(ｲ) 伝統・文化理解へと発展する地域学習の系統と、自らの生き方に対する自覚的・自律的な学びへと発展
するキャリア・アントレプレナーシップ教育の系統を主要な二本柱とし、３年間を通して段階的に指導
を展開する。 

(ｳ) 「防災教育」「オリンピック・パラリンピックのレガシーの継承」等の現代的な諸課題についても取り
上げ、他教科等との関連を図りながら計画的に指導を展開する。 

(ｴ)  (ｱ)～(ｳ)の学習に当たっては、学園版小・中一貫カリキュラムに基づき、コミュニティ・スクール委
員会やスクール・コミュニティ推進員、関係諸団体と連携して地域協力者や教育ボランティア、ゲスト
ティーチャー等、地域の教育資源の活用を図る。 

(ｵ) 課題に応じて生徒が主体的・探究的に学習に取り組む機会として、夏季休業期間等に学校外学習活動を
設ける。 

エ 特別活動 
(ｱ)  「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協働する力」「Ⅳ目標の実現のために、様々に工夫しな

がら粘り強く取り組む力」を育むことに重点を置き、集団生活の向上をめざして学級活動や生徒会活動、
学校行事への生徒の主体的な取り組みを充実させるとともに、集団への愛着と帰属意識を高め、自校を
誇りに思う校風を築く。 

(ｲ)  学級活動では、班活動の充実を図り、班長会を通して学級の課題を明らかにし、その解決に取り組
ませるなど、自主的・自治的な活動を重視するとともに、その活動を通して学級集団づくり、学年集
団づくりを推進する中でリーダーシップとフォロアーシップを醸成する。 

(ｳ)  生徒会活動では「児童の権利に関する条約」の４つの原則のうち、特に「意見を表明する権利」に
重点を置き、役員会を中心に学校生活のルールに関する検討の機会を設けるなど、学校生活の諸問題
への主体的な取り組みを促すとともに、その活動と成果を積極的に発信させる。 

(ｴ) 学校行事では、実行委員会の活動を重視し、「体育大会」「合唱コンクール」「校外学習」「自然教室」
「修学旅行」等を通して、生徒自身で目標を設定し、「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協
働する力」「Ⅳ目標の実現のために、様々に工夫しながら粘り強く取り組む力」を育む。 

(ｵ) 特別活動と同様、部活動についても生徒の主体的な活動の場ととらえてその充実を図るとともに、目
的を同じくする仲間や異年齢との活動を通して、規律や礼儀を大切にする態度を育成する。 

（２）特色ある教育活動 
ア スクール・コミュニティ推進員と連携し、地域人財を活用した「一中らぼ」(第一中学校地域未来塾)を実
施する。 

イ 青少年対策委員会とＰＴＡとの協働などにより、第１学年では「標語コンテスト」、第２学年では「意見
発表会」、第３学年では卒業を祝う行事として「巣立ちの会」を実施する。 

ウ 小・中一貫教育校としての強みを生かして、９年間の学校生活の円滑な接続を図るために、第６学年児童
を対象とした「一中体験」や中学生が出身小学校で行う「あいさつ運動」「母校訪問」、小学校４年生以上
の保護者を対象とした「学校説明会」、小学校における中学生ボランティア活動等を実施する。 

エ 毎朝の「10分間読書」の実施や図書委員会主催による「しおりコンテスト」など、学校図書館と連携した
活動を実施する。 

オ 地域社会において人との関わりを体験するとともに自己有用感を育むために、オリンピック・パラリン
ピックのレガシーとして「ボランティア・マインド」の継承に重点を置き、生徒の自主参加によるボラン
ティア活動や部活動を単位とした地域貢献活動を推進する。 

カ 中学校第３学年における進路選択・進路決定をサポートする「進路だより」を年間を通して発行すると
ともに、ホームページ上で公開する。 

（３）生活指導・進路指 導            
  ア 生活指導 

(ｱ) 教育目標の実現に向けて 特に「Ⅱ多様な立場や考えを想像したり、理解しようとしたりする態度」
「Ⅲ他者とコミュニケーションを図りながら協働する力」を育むことに重点を置き、教師主導で活動す
る段階から生徒に任せて見守る段階まで、生徒を鍛え、育てる視点から生活指導を推進する。 

(ｲ) 生徒会活動を主軸に、協議と合意形成に基づく生徒の主体的・自治的な活動の充実を通して帰属意
識・規範意識を向上させ、生徒自身の手による安全・安心な学校づくりを推進する。 

(ｳ) 問題行動に対しては教員間や関係諸機関との連携により組織的かつ迅速に対応するとともに、社会の
規範を生徒及び家庭に明確に示す。 

(ｴ) 適切な生徒理解に基づいて集団と個々の生徒の課題をとらえ、課題に応じた指導・支援を行うことが
できるように、Ｑ-Ｕテストの活用を図り、生活指導部と教育支援委員会及びスクール・カウンセラー
との連携を充実させる。 

(ｵ) 命を大切にする指導を推進するために、道徳教育との関連を図りながら生命尊重の精神を育むととも
に、適切な援助希求行動ができるように、資料を活用したり適切な時機を捉えたりしながら「ＳＯＳの
出し方に関する教育」として具体的な方法等を指導する。 

(ｶ) 不登校や長期欠席の未然防止のために、３日間連続で欠席した場合は原則として家庭訪問を行う「３
日ルール」を徹底するとともに、「登校支援シート」による継続的な支援や A－Room 等の外部機関との
連携の充実を図る。 

(ｷ) 不登校や長期欠席の生徒に対しては、学習を保障するだけではなく、対象生徒と学校との間に日常的
接点をつくるツールとして学習用タブレット端末の活用を図る。 



                      

第２表の３ 
                            学校名  連雀学園三鷹市立第一中学校 
 

(ｸ) いじめ問題に対しては、「学校いじめ防止基本方針」に基づき、軽微ないじめも見逃すことのないよ

う、研修等を通していじめの定義や判断について教員の共通認識を徹底する。学校いじめ防止対策委員

会が「認知」「疑い」「解消」「解決」の判断を行い、指導方針と指導計画を学年に提示するとともに、

同委員会が要となって教員間の情報共有を図る。また、いじめ問題への指導に当たっては、学級・学年

に止まらない組織的な対応を推進することで解消率の向上を図るが、「解決」と判断するまでは継続的

な見守りと報告を行う。 

(ｹ) セーフティ教室や薬物乱用防止教室、道徳授業地区公開講座等の機会を通して、家庭、地域社会、関係

諸機関との相互の連携を深め、問題行動を未然に防止したり、早期に発見・対応したりできる環境と体制

をつくる。 

   (ｺ) デジタル・シティズンシップの育成に向けた情報モラルの向上と、ネット依存やネットいじめへの対

策として、「ＳＮＳ東京ルール」「ICT（情報）教育」や情報教育リーフレット「ネット社会を生きるため

に」「連雀学園『デジタル・シティズンシップ宣言』(仮称)」等を改善・活用し、生徒への指導と保護者

の啓発を図る。 

イ 生き方・進路指導 

   (ｱ) 「Ⅰ課題を見出し、その解決に向けて論理的に考えたり表現したりする力」「Ⅲ他者とコミュニケー

ションを図りながら協働する力」を身に付けた生徒を育成するために、３年間を通じて系統的な進

路・キャリア学習を展開し、「キャリア・パスポート」を活用するなどして自己理解を将来への展望に

つなげる力や、主体的に進路を選択する態度を育む。 

(ｲ) 「総合的な学習の時間」におけるテーマ学習を主軸に地域の教育資源を活用しながらキャリア・ア

ントレプレナーシップ教育を展開し、社会生活における課題解決の能力と望ましい職業観を育成する

ために、第１学年の「職業人の話を聞く会」、第２学年の「職場体験・職場取材」を実施する。 

(ｳ) 主体的に進路を選択する態度を育むために、第３学年生徒が第２学年生徒に自らの進路決定までの

１年間を語る会や、第２学年生徒が第１学年生徒に対して職場体験の報告を行う会を実施する。 

(ｴ) 生徒・保護者のニーズを把握して「進路だより」の内容の充実を図るとともに、学校ホームページ

での公開やオンライン配信などを活用しながら第１学年及び第２学年の生徒・保護者へも情報提供を

行う。 

（４）教育支援 

    ア 教育支援コーディネーターを中心とした校内委員会の機能を充実させるために、通常の学級と教育支援

学級・校内通級教室の教員、都及び市のスクール・カウンセラーとの間の連携に努める。また、支援を必

要とする生徒の個別指導計画を作成して教員間で情報を共有し、指導体制の工夫改善を行うとともに、必

要に応じて小学校や関係機関との連携を図る。 

イ 通常学級における支援教育の在り方についてユニバーサル・デザインの観点から研修・改善をすすめ、基

礎の定着や集団生活の過ごし方などについて個に応じた指導を行うとともに、校内通級教室と連携した支

援の充実を図る。 

    ウ 個々の生徒の状況や特性、能力の把握に努め、支援学級と通常の学級との間で交流及び共同学習の充実を

図る。  

（５）体力・運動能力向上 

ア 体力・運動能力調査を活用して自らの体力や健康への関心を高めとともに、自ら目標をもって運動に取り

組む態度を育む。 

イ オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーを継承し、様々な機会にスポーツへの関心を喚起し、

生涯にわたって運動に親しもうとする態度を育てる。 

（６）その他 

ア 生徒が自ら考え、判断し、危険を予測して自分の身を守る能力を育成するために、学校の危機管理体制と

避難訓練・安全指導の充実を図る。 

イ 地域の人々と協力して地域の安全に貢献する態度を育成するために「安全教育プログラム」「防災ノート

～災害と安全～」などの資料の活用した防災教育の充実を図り、防災訓練等への生徒の積極的なボランティ

ア参加を促進することで地域防災の担い手としての意識を向上させる。 

ウ 「普通救命講習」を中学校第１学年で実施し、習得した知識や技能を地域防災訓練等において積極的に活

用するよう指導する。 

エ 「学校３部制」の「第２部」の取組として、地域の教育資源の効果的・計画的な活用により「ダンス」「フ

ラワーアレンジメント」「陶芸」「ガーデニング」等の課外講座(地域部活動)の充実を図る。 

オ 生涯にわたって自ら学び続ける態度を育成するために、スクール・コミュニティ推進員の協力を得て、漢

字能力検定・英語検定を実施する。 

カ 「三鷹市立学校における働き方改革プラン」を踏まえて、校務支援システムの活用や校内組織の改善など

による環境整備を進めるとともに、定常的に行われてきた校務の再検討を通してスリム化・重点化を図り、

本校の教育の質的向上を目指す。 


